
1 
 

 

コンクリート圧送工事業 見える化評価実施規程 

 

一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会 

令和５年１１月１０日策定 

 

 専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示（令和２年国土交通省告示

第４９８号）及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関するガイドライン

（令和２年３月３１日）に基づき、コンクリート圧送工事業見える化評価実施規程を以下

のとおり定める。 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会（以下「全圧

連」という。）が、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示（以

下「告示」という。）および専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する

ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に基づき、国土交通大臣の認定を受

けたコンクリート圧送工事業見える化評価基準（以下「評価基準」という。）に従っ

て実施するコンクリート圧送工事業見える化評価事務（以下「評価事務」という。）

に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「評価」とは、全圧連が評価基準に従って実施する見える化

評価をいう。 

 

（評価事務実施の基本方針） 

第３条 評価事務は、この規程により、厳正、確実かつ公正に実施する。 

 

（評価事務を行う時間及び休日） 

第４条 評価事務を行う時間は、休日を除き、午前９時から午後５時までとする。ただ

し、業務の都合により変更することがある。 

２ 前項の休日は、次のとおりとする。 

（１） 土曜日および日曜日 

（２） 国民の祝日 

（３） 夏期（８月中の３日間） 

（４） 年末年始（１２月２９日から１月４日まで） 

（５） 前各号に掲げるほか、特に全圧連が指定する日 
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（評価事務を行う事務所） 

第５条 評価事務を行う事務所は、以下のとおりとする。 

    事務所 一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会 

    所在地 東京都千代田区神田須田町１-１３-５ 藤野ビル７階 

 

第２章 評価の申請 

 

（評価の実施） 

第６条 全圧連は、評価を受けようとする者の申請により、評価を行う。 

 

（申請の受付開始時期） 

第７条 評価の申請は、令和５年１１月２０日より受け付けることとする。 

 

（申請者の要件） 

第８条 評価の申請は、建設キャリアアップシステムの事業者登録を行ったコンクリート

圧送工事業を営む専門工事企業等を対象とする。なお、建設キャリアアップシステム

の技能者登録を行った建設技能者が所属せず、自らが直接、建設工事の施工を行わな

い元請企業および下請企業については、原則、見える化評価制度の対象としないもの

とする。 

 

（評価の申請） 

第９条 評価を受けようとする専門工事企業等は、見える化評価申請書（別記様式１）の

書類に必要事項を記入の上、全圧連にこれを提出するものとする。 

 

（評価申請の受理） 

第10条 全圧連は、評価の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するものを受理す

る。 

（１）見える化評価申請書に必要な事項が記載されていること 

（２）評価の申請に係る専門工事企業等（以下「申請者」という。）が第８条の規定に適

合していること 

２ 全圧連は、申請の内容に不備を認めたときは、補正させた後、受理するものとする。 

３ 全圧連は、前２項により、評価の申請を受理したときは、申請者名簿を作成する。 

 

第３章 評価の実施 

 

（評価の実施開始時期） 

第11条 評価は、令和５年１１月３０日より実施することとする。 
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（実施期間及び実施場所） 

第11条 評価の実施期間及び実施場所は、原則として、次のとおりとする。 

（１）評価事務の実施期間 原則として第４条に定める休日を除き、一年を通じて実施す

るものとする。 

（２）評価の実施場所 一般社団法人 全国コンクリート圧送事業団体連合会 

 

（評価実施の公告） 

第12条 評価の実施期間、実施場所その他評価の実施に関し必要な事項は、あらかじめ全

圧連のホームページ等により公告する。 

 

（評価の実施） 

第13条 評価は、評価基準およびこの規程に基づき実施する。 

２ 全圧連は、評価基準に定める評価に適合しているかどうかの確認を行い、適合して 

 いる場合には、適合する評価を認定する。 

 

第４章 評価の結果の通知等 

 

（評価結果の通知） 

第14条 全圧連は、評価の結果を、申請を行った者に対して通知する。 

 

（評価結果の有効期限） 

第15条 評価結果の有効期限は、評価日より一年間とする。 

 

第５章 評価の結果の公表 

 

（評価結果の公表） 

第16条 全圧連は、評価の結果を、全圧連のホームページ等において公表するとともに、

国土交通省に対して、通知する。 

 

第６章 評価手数料 

 

（評価手数料） 

第17条 評価実施に係る手数料の金額は、全圧連会員企業と全圧連会員以外の企業とに区

別し、以下のとおりとする。 

  （1）会員   5,000円（税込、ただし会費より充当あり） 

（2）会員外 15,000円（税込） 

 

（評価手数料の収納） 

第18条 全圧連は、申請を行った者に対して、評価結果の通知と併せて評価手数料を請求

する。 
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第７章 雑則 

 

（不正行為に対する措置） 

第19条 全圧連の会長は、申請者が不正な方法によって評価を受けたことが明らかになっ

たと認める場合には、当該評価の結果を取り消し、申請を行った者および国土交通省

に通知する。 

 

（秘密の保持） 

第20条 評価事務に携わった者は、評価事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

 

（帳簿及び書類の保存） 

第21条 評価事務に関わる保存すべき帳簿及び書類は、保存期間を定めて、適正な方法に

より全圧連で保存しなければならない。 

 

（帳簿および書類の保存期間） 

第22条 評価事務に関わる帳簿および書類の保存期間は、評価を実施した日から５年とす

る。 

２ 前項の帳簿等は、確実かつ秘密の漏れることのない方法により保存するものとする。 

３ 保存期間経過後の帳簿は、復元することができない方法により破棄するものとする。 

 

（評価事務の細目） 

第23条 この規程に定めるもののほか、評価事務の実施に必要な細目は、全圧連の会長が

別に定める。 


